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　国民生活事業は、地域の身近な金融機関として、小企業や創業企業の皆さまへの事業資金融資のほか、お子さまの入
学資金などを必要とする皆さまへの教育資金融資などを行っています。

数多くの小企業への小口融資
　●	融資先数は98万企業にのぼります。
　●1企業あたりの平均融資残高は651万円と小口融資が主体です。
　●	融資先の約9割が従業者9人以下であり、約4割が個人企業です。

セーフティネット機能を発揮
　●	経営環境等の変化に伴い資金繰りに影響を受けた小企業の皆さまを「セーフティネット貸付」で支援しています。
　●	地震、台風、豪雪等の災害時には、ご融資等を通じて被害を受けた小企業の皆さまの復旧・復興を支援しています。

創業企業を支援
　●	創業企業（創業前及び創業後1年以内）への融資は年間1万6千企業となりました。
　●	これにより年間約6万4千人の雇用が創出されたと考えられます。

成長戦略分野に対応
　●	海外展開を図る小企業の皆さまを支援しています。
　●	地域の社会的課題の解決に取り組む「ソーシャルビジネス（NPO法人等）」を支援しています。

商工会議所・商工会、生活衛生同業組合などと連携
　●	商工会議所・商工会、生活衛生同業組合などと密接に連携し、小企業の皆さまの経営改善や生活衛生関係営業の皆さ	
	 まの衛生水準の維持・向上を支援しています。

教育ローンによる支援
　●	「国の教育ローン」は年間約12万件のご利用をいただいています。
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国民生活事業
業務の概要

特別貸付
75.9%

教育貸付
6.3%

生活衛生貸付
（生活衛生
改善貸付を
含む） 2.1%

普通貸付
（一般貸付）
9.0%

その他特別貸付
10.5%

経営改善貸付
6.2%

セーフティネット貸付
65.3%

恩給・共済年金担保貸付等
0.6%

金額
2兆5,061億円

 融資実績の内訳（平成23年度）
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業務の特徴

小企業金融の担い手です。
　事業資金の融資先数は98万企業にのぼります。小口
融資が主体で、1企業あたりの平均融資残高は651万円
です。
　融資先の約9割が従業者9人以下であり、約4割が個
人企業となっています。
　無担保融資の割合は全体の約8割（件数）、無担保・無保
証人の融資の割合は全体の約3割（件数）となっています。
　また、第三者の方の保証に頼らない融資は全体の7割
（件数）を超えています。

セーフティネット機能を発揮しています。
　経営環境や金融環境の変化などにより資金繰りに影響
を受けた小企業の皆さまへの平成23年度の「セーフティ
ネット貸付（震災を含む）」の融資実績は167,024件とな
りました。
　また、災害の発生、大型企業の倒産などの不測の事態
が発生した場合、直ちに特別相談窓口を設置し、影響を受
けた小企業の皆さまからの融資や返済条件の緩和などの
ご相談に迅速に対応しています。

　地震、台風、豪雪などによる災害時には、一般の融資よ
りも返済期間や元金の据置期間が長いなど、返済条件が
有利な災害貸付で、被害を受けた小企業の皆さまの復旧・
復興を支援しています。
　昨年3月11日に発生した東日本大震災に関連する当事
業における融資実績は、震災の発生から平成24年6月末
までで164,381件、1兆6,287億円となっています。

 融資先企業数及び1企業あたりの平均融資残高 （平成23年度末）
日本公庫

国民生活事業
信用金庫計
(271金庫)

国内銀行計
(144行)

融資先企業数 98万企業 116万企業 208万企業
1企業あたりの
平均融資残高 651万円 3,560万円 8,276万円

（注）	1.	日本公庫国民生活事業の数値は、普通貸付及び生活衛生貸付の融資先企	
	 	業の合計です。
	 2.	国内銀行とは、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行などです。
	 3.	信用金庫及び国内銀行の数値には、個人向け（住宅、消費、納税資金など）、	
	 	地方公共団体向け、海外円借款、国内店名義現地貸を含みません。
（資料）	日本銀行ホームページ

 現在設置中の主な特別相談窓口（平成24年6月末現在）

窓口名 設置年月
平成24年5月に発生した突風等による災害に関する
特別相談窓口 平成24年5月

エルピーダメモリ株式会社関連特別相談窓口 平成24年2月
平成23年タイ洪水被害に関する特別相談窓口 平成23年11月
東日本大震災に関する特別相談窓口 平成23年3月
霧島山（新燃岳）噴火に関する特別相談窓口 平成23年2月
円高等対策特別相談窓口 平成22年9月

4人以下
66.2%

5人～9人
20.9%

20人以上
4.4%

10人～19人
8.5%

無担保融資
77.2%

不動産等担保融資
無担保・無保証人融資　27.4%

16.2% 22.8%
一部担保融資

 従業者規模別融資構成比（件数）（平成23年度）

 担保別融資構成比（件数）（平成23年度）
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(注)普通貸付及び生活衛生貸付（直接扱）の合計の内訳です。

(注)	1.	普通貸付（直接扱）及び生活衛生貸付（直接扱）の合計の内訳です。
	 2.	一部担保融資とは、不動産等担保が融資額に満たない場合をいいます。

 東日本大震災関連の融資実績の推移（累計）（平成23年3月11日～24年6月末）

(注）	東日本大震災に関連する融資実績には、災害貸付及び東日本大震災復興特別
貸付の融資実績（累計）が含まれています。
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創業・再チャレンジ・第二創業を支援しています。
 創業支援

　営業実績が乏しいなどの理由から一般の金融機関から融資を受けることが困難な場合が多い創業企業に対して積極的
に融資を行い、支援しています。
　平成23年度の創業後5年以内の企業への融資実績は41,565企業となり、そのうち創業前及び創業後1年以内の企
業に対する融資実績は16,465企業となりました。これにより年間約6万4千人の雇用が創出されたと考えられます。
　また、税務申告を2期終えていない方へ無担保・無保証人で融資する｢新創業融資制度｣の平成23年度の融資実績は、
7,128企業となりました。

【雇用創出効果】
16,465企業 × 平均従業者数3.9人（注） =64,213人
（注）日本公庫「新規開業実態調査」（2011年度）による創業時点での平均従業者数です。

 創業サポートデスクの創設
　平成24年4月、全国152支店に創業サポートデスクを設
置し、専任の担当者が創業計画書の作成についてアドバイス
させていただく他、創業に役立つ各種情報を提供しています。

創業支援センター、ビジネスサポートプラザを設置し、創業・第二創業の支援機能を強化しています。
　全国各地に創業支援センターやビジネスサポートプラザを設置し、幅広い創業・第二創業支援を行っています。

 再チャレンジ・第二創業を支援
　事業に再チャレンジする皆さまや、経営多角化・事業
転換等により新たな事業活動にチャレンジする、いわゆる
「第二創業」に取り組む皆さまを支援しています。

再チャレンジ支援の融資実績
482件

	 (平成23年度)

第二創業支援の融資実績
1,969件

	 (平成23年度)

 産学連携を支援
　小企業からの技術相談の大学への取次ぎや大学発ベン
チャー企業への融資などを通じて、産学連携を支援してい
ます。

産学連携に関する覚書を締結した大学
44大学

	 (平成24年6月末現在)
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新創業融資制度

 創業後5年以内の企業に対する融資実績（企業数）の推移

北海道創業支援センター
ビジネスサポートプラザ

東北

北関東信越
東京

南関東

多摩
北陸

名古屋
京都

大阪

神戸
中国

四国福岡

熊本

 設置地区（平成24年6月現在）【創業支援センター】
●		全国15地区に設置しています。
●			各地域の創業支援機関などとの連携によりお客さまへタイムリーな	
	支援を行っています。

●		創業前、創業後のさまざまなステージのお客さま向けに各種セミ	
	ナーを開催しています。

【ビジネスサポートプラザ】
●		東京、名古屋及び大阪の3地区に設置しています。
●		創業予定の方や公庫を利用されたことがない方などを対象に、予約	
	制の相談を実施しています。

●		平日の営業時間内のご来店が難しい方のため、「土曜・日曜・夜間相談」	
	を実施しています。

（注）	｢日曜相談」は、毎月第1・3日曜日に「東京ビジネスサポートプラザ」で実施しています。
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成長戦略分野へ進出される小企業の皆さまを支援しています。
 海外展開を支援

　当事業は、平成23年12月に創設した「海外展開資金」
による資金支援と独自のネットワークを活用した情報提供
により、海外の成長力を取り込む小企業の皆さまの海外
展開を支援しています。
　同資金の融資実績は、制度創設から平成24年6月末ま
でで71件となっています。
　融資先の特徴として、卸売・小売業が約5割となってい
ることが挙げられます。

 海外展開サポートデスクの創設
　平成24年4月、全国152支店に海外展開サポートデス
クを設置しました。JETROや中小企業基盤整備機構等と
連携し、海外での事業展開を考えている皆さまの個々の
ニーズに応じた情報提供サービスを行っています。

 中心市街地活性化・商店街活性化を支援
　「企業活力強化資金」、「食品貸付」による融資や情報提
供を通じて、中心市街地活性化・商店街活性化に取り組む
皆さまを支援しています。

中心市街地関連地域において事業を営む方への融資実績
13,885件

	 (平成23年度)

 地域金融機関との連携
　創業支援分野などで地域密着型金融（リレーションシッ
プバンキング）の機能強化に取り組む地域金融機関など
との連携を強化しています。

 業務連携の覚書を締結した金融機関数（平成24年6月末現在）

　 都市銀行 地方銀行 第二地方
銀行 信用金庫 信用組合 合計

金融機関数
（全機関数）

2
(5)

29
(65)

31
(42)

231
(271)

125
(158)

418
(541)

 ｢ソーシャルビジネス｣を支援
　地域の社会的課題の解決に取り組み、安定的かつ継続的
な雇用も創出する｢ソーシャルビジネス（NPO法人等）｣（注）

を支援しています。
（注）	｢ソーシャルビジネス｣とは、子育て支援、医療・福祉・介護等の問題や環境問題など、

社会や地域を取り巻く課題を解決するために、ビジネスの手法を活用して継続的に事
業活動を進めるものです。（経済産業省｢ソーシャルビジネス55選｣より抜粋）

NPO法人への融資実績
532件

	 (平成23年度)

 医療・福祉分野（注）を支援
　政府の新成長戦略に基づき、高齢化が進む日本社会に
おいて高い成長と雇用が見込める医療・福祉分野を支援
しています。
（注）医療業、社会保険・社会福祉・介護事業を指します。

医療・福祉分野への融資実績
13,804件

	 (平成23年度)

 地域資源の活用や農商工連携を支援
　｢地域産業資源活用事業計画｣ や「農商工等連携事業
計画」の認定を受けた皆さまを対象とした融資制度を通じ
て、地域活性化を支援しています。

｢地域産業資源活用事業計画｣認定企業への融資実績
14件

｢農商工等連携事業計画｣認定企業への融資実績
12件

	 (平成23年度)

 企業再建・事業承継を支援
　「企業再建・事業承継支援資金」を通じて、経営の立て直
しを図る皆さまや事業の承継に取り組む皆さまを支援し
ています。

企業再建を図る方・事業を承継する方への融資実績
42件

	 (平成23年度)

　また、経済情勢の変化、災害等によって資金繰りに影響
を受けたお客さまの実情に配慮して、一時的な元金の返
済猶予や割賦金の減額などの返済条件の緩和のご相談に
柔軟に対応しています。平成23年度は、事業資金で約8
万7千件の返済条件の緩和を実施しました。

 連携融資実績（件数）の推移

（注）協調融資は、地域金融機関などと協調して融資した実績です。
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 業種別融資構成比（件数）（平成23年12月12日～24年6月末）
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商工会議所・商工会、生活衛生同業組合などと連携しています。
 商工会議所･商工会と連携

　全国各地域の商工会議所・商工会と密接に連携し、「経営改善貸付（マル経融資）」や相談会などを通じて、小企業の皆
さまの経営改善を支援しています。
　「経営改善貸付（マル経融資）」は、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小企業の皆さまが、経営改善に必
要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。昭和48年の制度創設以来、これまでに約480万件のご利用をいた
だいています。

 東日本大震災における「経営改善貸付（マル経融資）」等の拡充（平成23年5月～）

被害証明書等を受けた方で、商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針等に沿って事業を行う方に対して、
「経営改善貸付（マル経融資）」及び「生活衛生改善貸付」の融資限度額等を次のとおり拡充

○融資限度額の引き上げ:1,500万円 ⇒ 1,500万円+別枠1,000万円

○利率の引き下げ:基準利率−0.3% ⇒ (当初3年間） 基準利率−1.2%（別枠の1,000万円部分）
  (4年目以降） 基準利率−0.3%

 商工会議所・商工会などで相談会（「一日公庫」）を開催
　商工会議所・商工会などにおいて、当事業の職員が融資のご相談を承る相談会（「一日公庫」）を開催しています。毎年多
くの小企業の皆さまからのご相談をいただいています。

 商工会議所・商工会における「一日公庫」の開催数

平成21年度 22年度 23年度
2,874件 2,866件 2,792件

 生活衛生同業組合、生活衛生営業指導センターなどと連携
　生活衛生同業組合、生活衛生営業指導センターなどと連携し、生活衛生関係営業の皆さまの衛生水準の維持・向上を支援して
います。「生活衛生貸付」は、融資先の大半が従業者4人以下であり、約8割が個人企業、約4割が創業後5年以内の企業です。

 「経営改善貸付（マル経融資）」の仕組み

国民生活事業 商工会議所・商工会

小企業の皆さま

融資 相談・申込経営指導

推薦

連携

(注)（　）の数字は団体数です。

生活衛生関係営業の皆さま
飲食店営業・喫茶店営業・食肉販売業・氷雪販売業・理容業・美容業・興行場営業・旅館業・	
浴場業・クリーニング業など

生活衛生 
同業組合
(573)

生活衛生 
営業指導センター

(47)
保健所国民生活事業

融資(生活衛生貸付）

振興計画 経営指導 衛生管理

推薦

連携
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23年度22年度平成21年度
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10,000
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30,000
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50,000
（億円） （件）

1,478 1,543
1,872

42,655
37,654

35,159

金額　　件数

 「経営改善貸付（マル経融資）」の融資実績の推移
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「国の教育ローン」でお子さまの入学・在学資金を必要とする皆さまを支援しています。
　教育に関する家庭の経済的負担の軽減と教育の機会均等を図るため、「国の教育ローン」（教育貸付）を取り扱っていま
す。「国の教育ローン」は平成23年度において年間約12万件のご利用をいただいています。このうち母子家庭のご利用
件数は約1万7千件となっています。

 教育費負担が大きい学生をお持ちのご家庭を中心にご利用いただいています。
　「国の教育ローン」は、教育費負担が大きい大学生や専門学校生をお持ちのご家庭を中心にご利用いただいています。

 東日本大震災における「国の教育ローン」の「災害特例措置」（平成23年5月～）

り災証明書等（原発事故により避難等の指示を受けている方は被災証明書等）を受けている方に対して、次の特例措
置を実施

○年収（所得）制限の一部緩和：子供1人又は2人世帯の年収（所得）上限額を引き上げ
 子供1人世帯　790（590）万円以内　

→　990（770）万円以内
 子供2人世帯　890（680）万円以内
○ご返済期間の延長：15年以内 → 18年以内
○利率の引き下げ：年2.65%（注） → 年2.25%（母子家庭の方は年1.85%）
（注）平成24年5月10日現在

恩給や共済年金などを担保としてご融資しています。
　恩給や共済年金などを担保とする融資は、「株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律」に基づき、
日本公庫（沖縄県にあっては沖縄振興開発金融公庫）だけが取り扱う制度です。住宅などの資金や事業資金に幅広くご利
用いただけます。

大学　48.4%
（141万円）

専修学校　26.6%
（140万円）

高校　10.4%
（92万円）

短大　5.7%
（135万円）

高専、その他　8.9%
（133万円）

0

3

6

9

12

15

23年度22年度21年度20年度平成19年度

（万件）

12.3 12.6 12.7
11.7

13.9

 「国の教育ローン」の融資実績（件数）の推移

 進学先別利用者構成比（平成23年度　教育一般貸付（直接扱））

（注）（　）内は1件あたりの平均融資額です。
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　農林水産事業は、農林漁業や食品産業の皆さまへの融資を通じて、国内農林水産業の体質強化や安全で良質な食料の
安定供給に貢献しています。

融資実績
　農林漁業には、「天候等の影響を受けやすく収益が不安定」「投資回収に長期間を要する」といった特性があり、これらを考慮し
た長期・低利の資金を供給しています。また、国産農林水産物の安定供給、付加価値向上に寄与する食品産業を支援しています。
　災害等の際も、機動的に対応し、農林漁業経営のセーフティネットとしての役割も果たしています。

多様な経営支援サービスの提供
　農林漁業や食品産業の皆さまの経営をサポートするために、多様なサービスを提供しています。

 お客さまコールセンター、定期相談窓口の設置
　農林水産事業を設置する全国48支店や、お客さまコールセンターのほか、全国121ヵ所に設置した定期相談窓口で、より身
近にご相談を承っています。

 農・林・水産業経営アドバイザー、外部ネットワークとの連携による経営支援
　農業、林業、水産業の経営に関する専門家である「農業経営アドバイザー」「林業経営アドバイザー」「水産業経営アドバイザー」
を中心に、業務協力関係にある民間金融機関等とも連携して、経営全般に関するさまざまなご相談におこたえしています。

 ビジネスマッチング支援
　農林水産物の生産から加工・販売までを広くサポートしている特性を生かして、国産農産物の展示商談会「アグリフードEXPO」
や「日本政策金融公庫インターネットビジネスマッチング」により、農林漁業者と食品加工・流通業者の皆さまの販路や取引の拡
大に向けた取組みを支援しています。

 情報提供
　情報誌「AFCフォーラム」「アグリ・フードサポート」や「農業景況調査」「食品産業動向調査」といった各種レポート、プレスリリー
スやホームページ、メール配信サービスを通じて、お客さまや関係機関の皆さまに役立つ情報を提供しています。

農林漁業分野における民間金融サポートの推進
　業界動向や農業信用リスク評価などに関する情報（ACRIS）の提供及び証券化支援業務を通じて、民間金融機関が積極
的に農林漁業分野に参入できるよう環境を整備しています。

農
林
水
産
事
業

農林水産事業
業務の概要

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

23年度22年度21年度20年度平成19年度

金額1,018億円

（億円）

東北 445 関東 472 その他
100

岩手 77

2,443

3,095

2,344 2,344 2,556

青森 67

宮城
206

福島 43
東北（その他） 50

茨城
164

千葉
76

関東（茨城・千葉以外）
232

金額
3,095億円

漁業 276億円 8.9%

林業 177億円 5.7%

農業 2,145億円 69.3%

食品産業 496億円 16.0%

農業経営基盤強化資金（スーパーL） 31.8%
農林漁業セーフティネット資金（農業） 12.5%

その他の農業資金 17.1%
農業改良資金 7.9%

 融資実績の推移

 震災関連融資実績（地域別）

 融資実績の内訳（平成23年度）

（平成23年3月11日～24年3月末までの累計実績）
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農業分野
　「食料・農業・農村基本法及び基本計画」の政策展開に沿った資金供給を通じ、農業者の創意工夫を発揮した経営改善や
環境保全を重視した取組みを積極的に支援しています。

 農業者の経営発展を支援しています
　農業経営基盤強化促進法の認定を受けた認定農業者
の経営改善をスーパーL資金で支援し、地域農業の担い
手を育成しています。また、新たな作物や新技術の導入、
加工・直販の開始など、チャレンジ性のある事業を行う農
業者を無利子の農業改良資金により支援しています。

 認定農業者に占めるスーパーL資金融資先数
認定農業者 うちスーパー 資金融資先

個人 231千先 34.9千先
法人 15千先 5.8千先
合計 246千先 40.8千先

（注）平成24年3月末時点（ただし認定農業者数は平成23年3月末時点）

 災害時にセーフティネット機能を発揮しています
　台風等の自然災害、口蹄疫等の家畜伝染病、農産物価格
の下落等の影響により、一時的に経営が悪化した農業者に
対して、農林漁業セーフティネット資金の融資により機動的
な支援を行っています。東日本大震災により被災した農業
者に対しては、実質無利子化をはじめとする特例融資制度
などにより、復旧・復興の取組みを積極的に支援しています。

 農業参入や6次産業化の取組みを支援しています
　新たに農業を開始する方や、6次産業化（農林漁業と2
次・3次産業との融合・連携）に取り組む農業者に対して、

設備資金や立ち上がりの長期運転資金を融資し、担い手
の確保、農産物の付加価値向上を支援しています。

林業分野
　「森林・林業基本法」の政策展開に沿った資金供給を通じ、多面的機能を有する森林や国産材の供給・加工体制の整備を
積極的に支援しています。

 資金調達が困難な林業者への融資を担っています
　森林の育成には一般的に50年ほど必要で資本回収が
超長期となることから、林業経営では、民間金融機関か
らの資金調達が困難な場合や、調達した資金の償還期間
が伐採までの期間とミスマッチとなっている場合がありま
す。そのため、農林水産事業は伐採までに必要な超長期・
低利の資金を供給し、林業経営を支援しています。

 地球温暖化など環境保全にも貢献しています
　森林は適切に管理されることにより、水資源かん養や土砂
流出防止、二酸化炭素吸収などの多面的機能を発揮します。
平成23年度末における林業資金の融資先が保有する人工
林125万㌶（注1）について、過去の研究事例（注2）から多面的
機能を部分的に試算したところ、右のように推計されました。

業務の特徴

（注1）	人工林面積が不明の場合は、融資先の保有山林面積に全国の人工林比率（林野庁）を乗じ
て推計

（注2）	日本学術会議「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価に関す
る評価について」、国土交通省「自動車輸送統計」、環境省「地球温暖化対策の推進に関す
る法律施行令で定める排出係数一覧」、日本自動車工業会「環境省ヒアリング資料」

 農業参入の融資実績

平成22年度 平成23年度
件数 90件 154件
金額 25億円 53億円

 6次産業化関連の融資実績

平成22年度 平成23年度
件数 110件 139件
金額 87億円 96億円

（注）	農林水産物の加工・販売施設等を融資対象事業に含む融資額の合計
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※平成23年3月
　11日～24年
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　累計実績

震災関連融資
の合計

 農林漁業セーフティネット資金（農業）の融資実績

● CO2吸収　511万トン/年 ● 土砂流出防止　2.8億m3/年 ● 水資源貯留　92億m3/年

約46個分の貯留効果

自動車 東京ドーム 黒部ダム

1.9兆円

約255万台分の年間排出量 約226個分の流出防止効果

金額換算

5.5% 63.3% 5.8% 25.4%

■15年以下　　■15～20年　　■20～30年　　■30年超

平均期間：25.5年 

 融資期間別貸出状況（平成23年度・林業）

（※農林漁業施設資金（林業）を除く）
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漁業分野
　「水産基本法」の政策展開に沿った資金供給を通じ、水産物の安定供給や水産資源の持続的利用を確保するための取組
みを積極的に支援しています。

 漁業の担い手を支援しています
　漁業経営改善支援資金は、「漁業経営の改善及び再建
整備に関する特別措置法」に基づく改善計画の認定を受
けた方の経営を総合的に支援する資金制度です。
　平成19年度以降、「Gプロ」（注）への積極的な参画によ
り、漁業経営改善支援資金の融資額は堅調に推移してお
り、平成23年度は漁船建造などに対して、漁船資金と合
わせて74件、99億円を融資しました。
（注）「Gプロ」
　国は平成19年度から、漁業者及び地域が一体となって、漁獲から製品・出荷に至る生
産体制を改革して収益性の向上を図る「漁業構造改革推進集中プロジェクト（Gプロ）」
を立ち上げています。農林水産事業は漁船の建造・取得資金の融資にとどまらず、漁船
漁業の収益性向上に結びつく地域関係者の共同取組み（地域プロジェクト）のメンバーと
して参画するなど、積極的に関与しています。

 災害時にセーフティネット機能を発揮しています
　自然災害や水産物価格の下落等の影響により、一時的
に経営が悪化した漁業者に対して、農林漁業セーフティ
ネット資金の融資により機動的な支援を行っています。
　東日本大震災により被災した漁業者に対しては、実質無
利子化をはじめとする特例融資制度などにより、復旧・復
興の取組みを積極的に支援しています。

食品産業分野
　食品製造・流通分野への資金供給を通じ、国産農林水産物の安定的な供給や付加価値の向上を図るための取組みを積
極的に支援しています。

 国産農林水産物の利用増加に貢献しています
　食品産業向け融資は、国産の原材料を取り扱う企業を
対象としており、国内の農林水産物の利用の増加につな
がっています。平成23年度の融資による効果を試算した
ところ、今後5年間で国産原材料の取引量が約10万㌧増
加すると推計されます。
　なかでも、中山間地域活性化資金、食品流通改善資金
（食品生産製造提携事業施設、食品生産販売提携事業施
設）は、国産農林水産物の取扱量増加を融資の要件として
おり、農林漁業と食品産業の連携促進に貢献しています。
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 農林漁業セーフティネット資金（漁業）の融資実績
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多様な経営支援サービスの提供
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　お客さまのより身近なところで、お客さまのニーズ・課題にマッチした「経営改善のアドバイス」「ビジネスマッチング」
「専門家の紹介」など、さまざまな提案や情報提供を行っています。

経営相談サービス
  お客さまの身近なところでご相談を  
 承っています

　各支店やお客さまコールセンターのほか、全国121ヵ
所に定期相談窓口を設置し、お客さまのより身近なところ
でご相談を承っています。

 農・林・水産業経営アドバイザーによる経営支援を行っています
　「農業の特性を理解している税務、労務、マーケティング
などの専門家によるアドバイスが欲しい」といった多くの農
業者から寄せられる要望に応え、平成17年度に農業経営
アドバイザー制度を創設しました。平成24年3月末まで
に14回の試験を開催し、沖縄県を除く46都道府県に合計
1,660名の農業経営アドバイザーが誕生しています。
　また、平成23年度は、より高度な経営課題に対応し、
指導的な役割を担う「農業経営上級アドバイザー制度」を
創設し、全国で16名が合格しました。
　さらに、毎年2回アドバイザーミーティング（研修会）を
開催し、農業経営アドバイザーの様々な知識等の習得・向
上をサポートしています。

　平成20年度に創設された林業及び水産業経営アドバ
イザー制度でも、20名の林業経営アドバイザーと19名
の水産業経営アドバイザーが誕生しています。
　農林水産事業では、農業・林業・水産業の経営アドバイ
ザーとなった職員を活用して、お客さまの経営発展を支援
しています。また、税理士や中小企業診断士など公庫職
員以外の経営アドバイザーと連携した総合的な経営支援
サービスの活動も行っています。

  外部ネットワークとの連携による高度な経営支援 
 サービスを提供しています

　お客さまが抱える販路開拓や財務改善、生産性向上
など多岐にわたる課題に的確に対応し、経営発展を支援
するため、外部の専門機関（日本プロ農業総合支援機構
（J-PAO）、日本貿易振興機構（JETRO）ほか）と連携し、
経営支援サービスを提供しています。

農業経営アドバイザー合格者の内訳（平成24年3月末現在）
　業務協力金融機関	...................................................... 648名
　税理士・中小企業診断士	............................................. 586名
　普及指導員ほか	........................................................... 281名
　公庫職員	...................................................................... 145名	
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 農業経営アドバイザー試験の結果
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ビジネスマッチング支援
 国産農産物の展示商談会 アグリフードEXPOを開催しています

　平成23年度も国内最大規模の国産農産物の展示商談
会「アグリフードEXPO」を東京(平成23年8月)と大阪(平
成24年2月)において開催しました。
　平成18年度から開催している「アグリフードEXPO」は、
販路拡大を目指す農業者や食品加工業者とバイヤーの間

をつなぐ、ビジネスマッチングの機会を提供するための展
示商談会です。
　全国各地から国産農産物にこだわった農業者や食品加
工業者が多数出展し、来場したバイヤーとの間で活発な
商談が行われました。

EXPO東京2011
（平成23.8.2 〜 3）

EXPO大阪2012
（平成24.2.14 〜 15）

出展者数 564先
（511小間）

469先
（356小間）

入場者数 12,327名 13,473名
商談件数 45,367件 26,992件
会期中商談件数	
（1社平均） 18件 30件

会期中成約件数	
（1社平均） 2.4件 5.0件

成約金額	
（1社平均） 253万円 170万円

各ブースへの訪問者数	
（1社平均） 377人 478人

新たな融資手法による経営支援
 融資手続の迅速化に努めています

　農業者向け融資に「農業版スコアリングモデル（注1）」を
活用した審査手法のほか、新規に農業に参入する者への
融資に対する審査手法を導入し、融資手続きの迅速化に
努めています。

　また、認定農業者向けのスーパーL資金では、500万
円までの借入申込について、一定の基準を満たす方には
6営業日以内に無担保・無保証人による融資の可否を回答
しています。

 不動産担保や保証人に過度に依存しない融資への取組みを進めています
　不動産担保や保証人に依存しない融資手法として、平成
20年度から家畜などを担保にした農林漁業や食品産業に
おけるABL（動産担保融資）の普及を推進しています。平
成23年度は肉用牛、養豚、酪農の各分野に対し、合計24件
（融資額10億円）の融資を行いました。

　また、新たに4件のABL協定（注2）を締結し、累計締結件
数は49件となり、ABLの推進体制の拡充を図りました。
　今後も、ABLの普及に取り組み、お客さまの経営支援を
進めていきます。

（注1）	農業経営の特性を考慮し、財務データだけではなく生産に関するデータや定性的な情報を加味し、さらに営農類型ごとの特徴も加えて農林水産事業が独自に開発した個別農業
経営の信用評価を行うシステムです。

（注2）農林水産事業では、畜産・食肉関連業者等と、動産担保の保全や処分などに関する協力体制を構築するためABL協定を締結しています。

事業再生支援への取組み
　地域の農林漁業の維持発展に不可欠なお客さまの事業
再生支援に取り組んでいます。具体的には、自然災害や市
況の影響を受けやすい農林漁業の特性を踏まえて、自助
努力による経営改善が期待できるお客さまの課題を洗い
出し、その解決策を検討し実現可能な経営改善計画の策
定と実行に必要な支援を行っています。

　業界団体や外部専門家との連携による不採算事業のリ
ストラ、業務執行体制の整備及び社内モニタリング体制
の構築などの高度な経営支援にも取り組んでいます。
　また、東日本大震災で被災されたお客さまの事業再生
を進めるため、被災地の産業復興相談センター等と連携
し、迅速な復旧・復興支援に取り組んでいます。
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農林漁業分野における民間金融サポートの推進

農
林
水
産
事
業

　リスク評価に関する情報提供や証券化支援業務などを通じて、民間金融機関が積極的に農林漁業分野の融資に参入で
きるよう環境を整備しています。

農林漁業分野における民間金融サポートの推進
 業務協力に関する覚書を締結しています

　平成16年4月の鹿児島銀行を皮切りに、民間金融機関
と業務協力に関する覚書を締結し、勉強会、合同営業や
協調融資など民間金融機関の農林漁業分野における融資
への参入を支援する取組みを行っています。

業務協力金融機関（平成24年3月末現在）
　農林中央金庫	........................................................................1
　信用農業協同組合連合会	..................................................37
　信用漁業協同組合連合会等	.................................................5
　銀行	.....................................................................................90	
　信用金庫	.......................................................................... 104
　信用組合	................................................................................6	
　その他金融機関	.................................................................13
　（合計）	.............................................................................. 256

 A
ア ク リ ス

CRIS（農業信用リスク情報サービス）を提供しています
　ACRISは、民間金融機関が積極的に農業融資に参入で
きる環境を整備するため、農林水産事業が開発した農業
版スコアリングモデルです（会員制有料サービス）。
　当事業では、ACRISを農業金融活性化のツールとして
位置づけ、ご利用いただいている会員の皆さまと業務の
連携を進めています。
　これにより、農業者の資金ニーズに対して的確な対応
が可能となっています。
　なお、毎年精度の検討を行い、経済情勢等を反映した
モデルの改良を定期的に実施しています。

 証券化支援業務に取り組んでいます
　農林水産事業は、民間金融機関による農業分野での融
資推進のため、信用補完への枠組（証券化支援業務）を構
築し、提供しています（平成20年10月業務開始）。この枠
組を活用することにより、民間金融機関は、融資額の80%
または5千万円を上限として信用リスクを日本公庫に移転
することが可能となっています。
　平成24年3月末時点で、全国64の金融機関が当事業
と基本契約を締結しています。
　このうち44の金融機関で、証券化支援業務による信
用補完を組み込んだ農業者向け融資商品を開発してい	
ます。

業務協力シンポジウム

 ACRIS利用による帳票イメージ

 基本契約を締結した金融機関数（平成24年3月末現在）

地方銀行 信用金庫 信用組合 総計
北海道 1 6 0 7
東北 6 4 1 11
関東 1 0 1 2
中部 6 6 2 14
近畿 3 4 0 7
中国 1 3 0 4
四国 5 0 0 5
九州 8 6 0 14
総計 31 29 4 64
（うち融資商品開発） (24) (19) (1) (44)
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　中小企業事業は、融資、信用保険などの多様な機能により、日本経済の活力の源泉であり、地域経済を支える中小企業
の皆さまの成長・発展を金融面から支援しています。

融資業務
　中小企業の皆さまの事業の振興に必要な資金であって、民間金融機関が供給することが難しい長期固定金利の事業資
金を安定的に供給しています。
　●	中小企業者に対する貸付け	 ●	中小企業投資育成株式会社及び設備貸与機関に対する貸付け
　●	中小企業者が発行する社債（新株予約権付）の取得	 ●	中小企業者に対する貸付債権・社債の証券化（証券化・自己型）

信用保険業務
中小企業の皆さまの円滑な資金の調達を支援するため、信用保証協会が行う中小企業の皆さまの借入などに係る債務の
保証についての保険の引受けなどを行っています。
　●	信用保証協会が行う中小企業者の借入などに係る債	
	 務の保証についての保険
　●	信用保証協会に対する貸付け

●	破綻金融機関等関連特別保険等業務
●	機械保険経過業務（注）
（注）	機械類信用保険は、平成15年3月31日までに保険関係が成立していたものを除

き、現在は既に成立している保険関係に係る保険金の支払、回収金の収納等の業務
（機械保険経過業務）を行っています。

証券化支援業務
　中小企業の皆さまへの無担保資金の供給の円滑化を図るため、民間金融機関等による証券化手法を活用した取組みを
支援しています。証券化支援の手法には、「買取型」、「保証型」及び「売掛金債権証券化等」があります。

中
小
企
業
事
業

中小企業事業
業務の概要

金額
2兆449億円
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25,000

30,000

35,000 環境・エネルギー対策
456億円
2.2%

東日本大震災復興
1兆2,155億円
59.4%

その他 76億円 0.4%

企業再生
646億円 3.2%

企業活力強化
2,243億円
11.0%

新企業育成
824億円 4.0%

セーフティネット
4,046億円 19.8%

（億円）

平成3年度
（20年前）

昭和56年度
（30年前）

13年度
（10年前）

21年度 22年度 23年度

 融資実績の推移  融資実績の内訳（平成23年度）

（注）	融資には、社債を含みます。総融資実績から設備貸与機関貸付及び
投資育成会社貸付を除いたものの内訳です。

直接貸付 9,976 12,853 16,161 32,089 26,720 20,449（億円）

代理貸付 9,831 9,492 476 6 3 2（億円）

設備貸与・
投育貸付 193 305 68 12 19 17（億円）

（注）平成12年度以降の直接貸付には取得した社債の引受額を含みます。
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中小企業事業の支援先
　わが国では、全企業の99%を中小企業が占めており、そ
の存在は日本経済の活力の源泉であるとともに、地域経済
を支える大きなものとなっています。また、一口に中小企業
と言っても、そこには多くの従業員を雇用し地域の経済を
支えている企業、創業百年を超えるような老舗企業、家族	

で経営する個人商店など、その規模・態様は実に様々です。
　中小企業事業では、これら多様な中小企業の皆さまに対
して、融資、信用保険、証券化支援といった金融手法を活
用しながら、それぞれの企業に見合った形での幅広い支援
を行っています。

 中小企業事業の支援先の特徴

融資業務
■ 		利用先数（直接貸付）･･････････････････････ 4.6万社
　23年度融資分の平均像
　　1企業あたりの平均融資金額	･･････････105百万円
　　平均融資期間････････････････････････6年11ヶ月
　　平均資本金･･･････････････････････････ 50百万円
　　平均従業員数･････････････････････････････ 77人
■ 	融資残高の約80%が従業員20人以上、約90%が資本
金1,000万円以上の先

■ 		製造業を中心（23年度末融資残高の約50%）に幅広い
業種をカバー

信用保険業務
■ 	利用先数	･･････････････････････････････154万社（注）
　23年度保険引受分の平均像
　　1企業あたりの平均保険引受額	･･････････19百万円
　　平均保険期間･･････････････････････････5年4ヶ月
　　平均従業員数･･･････････････････････････････ 8人

■ 	保険引受残高の約70%が従業員20人以下、約70%が
資本金1,000万円以下の先

■幅広い業種をカバー
（注）信用保証制度の利用企業数

（注）実績は、平成24年3月31日現在のものです。

中小企業事業における政策金融の担う役割・支援する分野
　わが国の政策金融は、新事業育成、経営革新、事業再
生、海外展開など、リスクが高く民間金融機関が取り組み
にくい分野に対して、国の重要な政策に基づいた金融支
援を行っています。また、景気低迷の影響により融資姿勢
の変動を余儀なくされる民間金融機関の貸出を量的にも
補完しています。
　中小企業事業は、これらの政策に基づき、中小企業専
門の政策金融機関として民間金融機関を補完しながら、
金融を通じて中小企業の皆さまの成長・発展をサポートす
るとともに、セーフティネットの機能も果たしています。
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業務の特徴

製造業
48.7%

物品販売業
17.1%

サービス業
10.8%

その他
9.3%

運輸・情報通信業
9.0%

建設業
5.1%

その他
0.4%

不動産業
4.1%

製造業
24.4%

物品販売業
31.0%

サービス業
13.4%

建設業
21.9%

運送・倉庫業
4.8%

経営革新・
イノベーション

地域活性化

環境・
エネルギー対策

国際化・
海外展開事業再生

災害対策

ベンチャー・
新事業育成

セーフティネット

様々な分野で
中小企業の成長・発展

をサポート

 業種別融資残高構成比（融資業務）（平成23年度末）

 業種別保険引受残高構成比（信用保険業務）（平成23年度末）
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融資業務

長期資金の安定供給により民間金融を質と量で補完しています。
 長期資金を専門に取り扱っています。

　中小企業が円滑に成長・発展していくには、適時的確な
設備投資の実施と継続的な財務体質の強化が必要であ
り、このため長期資金の安定的な調達が不可欠です。
　しかし、中小企業は資本市場からの資金調達が困難で
あるなど、一般的に大企業と比較して資金調達の手段が
限られています。また、民間金融機関の貸出も融資期間1
年以内の短期資金が中心であり、中小企業に対する長期
資金の供給は十分ではありません。

　中小企業事業では、民間金融機関が融資しがたい長期
資金を専門に取り扱っており、融資の過半数が期間5年超
の長期資金で、すべて償還計画が立てやすい固定金利と
なっています。
　当事業は、民間金融機関の対応が困難な部分を補完し、
わが国経済にとって重要な役割を担う中小企業の皆さま
の長期資金ニーズに応えています。

 事業資金を安定的に供給しています。
　中小企業事業の融資の伸びは、金融引き締め期や民間
金融機関がリスクをとりにくい時期（バブル崩壊後の金融
調整期や貸し渋り発生期）には高く、逆に金融緩和期には
低下しています。

　中小企業事業は、景気などの影響から融資姿勢の変動
を余儀なくされる民間金融機関の活動を補完するという
見地から、中小企業の皆さまに事業資金を安定的に供給
しています。

その他
78.0%

5年超
50.9%

5年以下
49.1%

5年超
（固定金利）
22.0%

 融資期間別貸出状況（金額構成比）（平成23年度）  〔参考〕民間金融機関の長期貸出の内訳（社数比）（平成23年度）

（資料）日本公庫「全国中小企業動向調査（中小企業編）」（平成23年度）（注）すべて固定金利

（前年比、%）

昭和5354 55 56 57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（年度・四半期）平成元
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リーマン・ショック

金融引き締め期には民間が後退
（日本公庫中小企業事業の資金供給が増加）

国内銀行

 中小企業向け貸出残高伸び率（対前年同期比）

（注）	1.		国内銀行は中小企業向けの事
業資金貸出残高で、銀行勘定の
み。また、平成5年度以降は当
座貸越を含むベースで算出して
います。平成2年度以降は第二
地銀を含みます。

	 2.		国内銀行については、平成8年
9月以前は全国銀行ベースで算
出しています。

	 3.		平成12年4月に中小企業の定
義が変更されたため、平成12
年6月～平成13年3月の国内
銀行の伸び率は、新基準と旧基
準の比率等をもとに日本公庫に
おいて試算しています。

（資料）日本銀行「金融経済統計月報」
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時代の要請に応じて政策性の高い特別貸付の推進に取り組んでいます。

セーフティネット

資本性ローン

海外展開支援

 公庫資金をご利用された方々が多くの分野でご活躍されています。

　これまで中小企業事業との取引を経て、株式の公開を果たした企業は、株式公開企業の約6分の1にあたる587社（注）となっ
ております。多くの方々がわが国を代表する企業として活躍されています。
　特に、平成元年以降については、中小企業事業との取引を経て株式を公開した企業は397社（注）と大幅に増加しており、同じ時
期の株式公開企業の増加数である1,390社（注）のうちの約4分の1を占めるに至っています。
（注）社数は平成24年3月31日現在において株式を公開している企業数です（上場廃止、合併による消滅等を除く）。

中小企業事業と取引歴あり　587社 （17.4%）
昭和63年以前
190社

平成元年以降
397社

3,376社中
合計587社 合計587社

（注）	日本公庫中小企業事業調べ。株式公開企業数は、平成24年3月31日現在。農林・水産、金融・保険及び外国企業を除きます。

 中小企業事業と取引歴を有する企業の株式公開時期別推移 中小企業事業と取引歴を有する株式公開企業

セーフティネット貸付の融資実績
4,046億円

東日本大震災復興特別貸付
1兆2,155億円
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信用保険業務

信用保証制度と一体となり、中小企業の皆さまの事業資金の円滑
な調達を支えています。

 信用保険制度の役割
　中小企業事業は、担保力や信用力の乏しい中小企業の
皆さまが金融機関からの借入、社債の発行などにより事
業資金調達を行う際に、信用保証協会が行う債務の保証
（信用保証）について保険を行っています。信用保険制
度は、中小企業の振興を図ることを目的として、中小企業
信用保険法（昭和25年法律第264号）などに基づき、中

小企業の皆さまの借入などの保証について保険を行う制
度です。この信用保険制度と信用保証制度が一体となっ
て機能することにより、中小企業の皆さまに対する事業資
金の供給の円滑化が図られています。このような仕組み
は「信用補完制度」と呼ばれており、国の中小企業金融政
策の重要な一翼を担っています。

 中小企業の約4割が信用補完制度を利用されています。
　平成24年3月末現在、信用保証協会が保証している融
資など（保証債務残高）は約34兆円で、中小企業向け貸
出しの約14%が信用保証制度の利用によるものとなって
います。
　信用保証制度は約154万の中小企業の皆さまに利用

されており、中小企業の約37%が信用保証制度を利用し
て資金調達を行っていることになります。
　信用保険制度は、このような保証について保険を行うこ
とで中小企業の皆さまの円滑な資金調達を支えることに
より、経営の安定と事業の成長・発展に貢献しています。

※信用保証協会
　	信用保証協会法に基づく特殊法人。全国に52協会あり、中小企業者の金融機関からの借入などによる債務について保証を行っており、中小企業者の債務不履行に対し代位弁済を行い、
以後中小企業者から回収を行います。政府及び地方公共団体の監督を受けており、地方公共団体からの出捐金と金融機関からの負担金を受け入れています。
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34.4

保証利用率
約37% 保証利用企業数 154万社

中小企業数 420万社

※	保証利用率：保証利用企業数を
中小企業数で除したものです。

平成23年度 保証利用率

 信用補完制度概略図

 全国52信用保証協会の保証債務残高の推移と保証利用率

信
用
保
証
協
会

日
本
公
庫（
中
小
企
業
事
業
）

金融機関

中小企業の皆さま

信用保証 包括保険

[信用保証制度] [信用保険制度]

代位弁済融資 保険金支払

回収 （52協会） 回収
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 信用補完制度は国の経済政策などにおける重要な施策として活用されています。
　「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び
助成に関する法律」に基づく「東日本大震災復興緊急保
証」、円高など昨今の経済・金融情勢を踏まえた「セーフ
ティネット保証」が全国の信用保証協会で実施され、中小

企業事業では当該保証について保険を引き受けることに
より、東日本大震災、国際的な金融不安、経済収縮による
悪影響により資金繰りに支障をきたしている中小企業の
皆さまの資金調達に貢献しています。

証券化支援業務
 証券化手法を活用し、民間金融機関等による無担保資金の円滑な供給を支援しています。

　中小企業金融の円滑化を図るという観点から、中小企
業向け貸付債権等の証券化が行われています。
　中小企業事業は、信用リスク、審査、証券化事務など
を適切に負担し、民間金融機関等が利用しやすい証券化

手法を提供することで、中小企業の皆さまへの無担保資
金の円滑な供給及び資金調達手段の多様化を図るととも
に、証券化市場の育成・発展にも貢献し、政策金融機関と
して先導的な役割を積極的に果たしていきます。
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平成20年度 21年度 22年度 23年度

 保険引受実績の推移

証券化支援の手法
買　取　型

民間金融機関等の中小企業向け無担保債権等
を譲り受け、又はCDS契約を活用し証券化する
業務

保　証　型
民間金融機関等が自ら証券化する中小企業向
け無担保債権等の部分保証や証券化商品の保
証や一部買取りを行う業務

売掛金債権証券化等
民間金融機関等による特別目的会社への貸付
債権に対しての保証の提供や特別目的会社への
貸付けを行い、中小企業の皆さま（納入企業）が
保有する売掛金債権の流動化を支援する業務

（注）日本公庫自らが貸し付けた債権又は取得した社債を証券化する業務（自己型）にも取り組んでいます。
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危機対応円滑化業務の概要
　日本公庫は、主務大臣が認定する内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、主務大臣が指定する
指定金融機関に対して一定の信用の供与を実施しています。危機発生時においては、一般に事業者の信用リスクが上昇
するため、民間金融機関による資金供給が十分になされない事態が想定されます。このような事態に対処するため、日本
公庫は指定金融機関への信用供与を通じて、指定金融機関による事業者への円滑な資金供給を促進しています。

 資金の貸付け（ツーステップ・ローン）
　日本公庫が、財政融資資金等を指定金融機関に対し融
資するものです。平成23度末残高は5兆3,942億円です。

 利子補給
　日本公庫により資金の貸付けやリスクの一部補完を受
けて指定金融機関が行った貸付け等について、日本公庫
が指定金融機関に対し利子補給金を支給するものです。

 危機対応円滑化業務の実績 （単位:億円）

平成20年度下期 平成21年度 平成22年度 平成23年度
ツーステップ・ローン 14,301 38,693 4,052 11,534

	 貸付け等 11,303 35,294 4,052 11,534
	 CP取得 2,998 3,398 － －

損害担保 3,451 18,119 18,933 17,398
	 貸付け等 3,451 17,819 18,933 17,398
	 CP取得 － － － －
	 出資 － 300 － －

利子補給 － － 3 24
（注）	1.	ツーステップ・ローンの実績は、日本公庫が平成24年3月末までに指定金融機関（日本政策投資銀行、商工組合中央金庫）へ貸付実行した貸付金額です。
	 2.	損害担保のうち、
	 	 　貸付け等の実績は、指定金融機関が平成24年3月末までに損害担保付き貸付け等を行ったもので、日本公庫が平成24年5月10日までに補償応諾した引受金額です。
	 	 　出資（産活法関連）の実績は、日本公庫が補償応諾して指定金融機関が平成24年3月末までに出資を履行した引受金額です。
	 3.		利子補給の実績は、指定金融機関が平成23年9月末までに行った貸付け等を対象に、日本公庫が指定金融機関に交付した利子補給金額です（各年10月1日から翌年3月31

日までの期間を対象に6月10日までに、各年4月1日から9月30日までの期間を対象に12月10日までに支給）。

危
機
対
応
等
円
滑
化
業
務

危機対応等円滑化業務

 リスクの一部補完（損害担保取引）
　日本公庫が、指定金融機関から補償料を徴収したうえ
で、指定金融機関が行う貸付け等（出資（上図の（注））を
含む。）に損失が発生した場合において、一定割合の補て
んを行うものです。平成23度末損害担保引受残高は3兆
3,795億円（指定金融機関からの報告ベース）です。

（注）「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（産活法）」に基づく指定金融機関の出資に対する損害担保

【これまでの危機対応業務の事案】
●	災害救助法関連の事案　●	特別相談窓口関連の事案　●	国際的な金融秩序の混乱関連の事案　●	東日本大震災関連の事案

損害担保

非弁済額の一部補てん

資金の貸付け
政府保証
出資

利子補給金交付

ツーステップ・ローン

貸付け

利子補給

利子補給金の交付

貸付け等
出資（注）

CP買取り

貸付け等

CP買取り

低利資金の貸付け等
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特定事業促進円滑化業務の概要
　「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（注1）（通称：低炭素投資促進法）」（平成22年
法律第38号、平成22年8月16日施行）に基づき、主務大臣が認定した特定事業を実施しようとする認定事業者(注2）に対
して、指定金融機関（注3）が行う貸付けに必要な資金の貸付け（ツーステップ・ローン（注4））を行うものです。平成23年度末
残高は213億円です。
（注1）「経済社会課題対応事業の促進に関する法律（通称：課題対応事業促進法）」が施行された場合には、低炭素投資促進法は廃止され課題対応事業促進法に基づく業務となります。
（注2）エネルギー環境適合製品の開発・製造に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けた事業者
（注3）主務大臣が金融機関からの申請により指定するもの
（注4）日本公庫が財政融資資金を指定金融機関に対し融資するもの

 特定事業促進円滑化業務の実績 （単位:億円）

平成22年度 平成23年度
ツーステップ・ローン 200 13

（注）	1.	特定事業促進円滑化業務は、平成22年8月16日に業務を開始しました。
	 2.		ツーステップ・ローンの実績は、日本公庫が平成24年3月末までに指定金融機関（日本政策投資銀行）へ貸付実行した貸付金額です。

事業再構築等促進円滑化業務の概要
　「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（通称：産活法）」（平成11年法律第131号、平成23年7月1
日改正法施行）に基づき、国際競争力の強化を図るために主務大臣が認定した事業再構築等を実施しようとする認定事業
者又はその関係事業者（注1）に対して、指定金融機関（注2）が行う貸付けに必要な資金の貸付け（ツーステップ・ローン（注3））を
行うものです。平成23年度において貸付実績はありませんでした。
（注1）事業再構築等の計画を作成し、主務大臣の認定を受けた認定事業者又はその関係事業者
（注2）主務大臣が金融機関からの申請により指定するもの
（注3）日本公庫が財政融資資金を指定金融機関に対し融資するもの
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 特定事業促進円滑化業務・事業再構築等促進円滑化業務ツーステップ・ローンの仕組み
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専門性・独自性・先進性を追求 
中小企業研究で世界的にも高い水準を目指します。

総合研究所の機能と特色
　日本政策金融公庫総合研究所は、中小企業の最新の動
きや中小企業を取り巻く内外の経済金融情勢について研
究しています。経営者や家族だけで稼働する「自己雇用」
的な企業から株式上場を目前にしたハイテクベンチャー
企業まで、様々な中小企業を研究対象とする総合的な研

究機関は、世界的にみても貴重な存在です。アンケート	
調査やヒアリング調査など、多数の中小企業をお客さま
にもつ日本公庫ならではのフィールドワークを基礎に、専
門性・独自性・先進性に富む、より発展的な研究活動を展
開し、学術的に世界でも高い水準を目指します。

中小企業の景況等に関する調査

 全国中小企業動向調査
　従業者数が20人未満の「小企業」1万社を調査対象と
する小企業編と、おおむね20人以上の「中小企業」1万	
3,000社を対象とする中小企業編から成り、四半期に	
一度発表しています。個人経営の自営業者から従業者数
300人規模の企業まで中小企業全域をカバーする大規模
な景気観測調査です。

 全国小企業月次動向調査
　従業者数が20人未満の「小企業」1,500社を対象に毎
月実施しています。速報性の高い電話調査により、小企
業の足元の景況感をタイムリーにとらえます。

 中小企業景況調査
　比較的規模の大きな「中小企業」900社を対象とし、景
況感を毎月調査。三大都市圏の製造業にウエートを置く調
査対象が特徴です。1963年の調査開始から50年近い	
歴史をもち、売上見通しDIは政府の景気動向指数の先行
系列にも採用されています。

 中小製造業設備投資動向調査
　従業員数20～299人の中小製造業3万社を対象に、
年2回、設備投資の計画や実績を調査。中小企業を対象
とする設備投資動向調査としては、わが国で最も規模が
大きく詳細なものです。

総
合
研
究
所

総合研究所

日本政策金融公庫
総合研究所

研究成果の対外発信

パブリシティ

パブリシティ
政策提言

研究交流

パブリシティ

研究交流

○ アンケート
○ ヒアリング
○ 文献サーベイ
○ 統計分析

○ データ解析
○ 事例研究
○ 共同研究
○ 委託研究
○ 国際比較研究

調　査

研　究

政府・自治体

研究機関
○ 学会
○ 大学
○ シンクタンク

海外
○ 政策機関
○ 研究機関
○ 金融機関

中小企業を取り巻く
地域社会のみなさま

中小企業
〜日本公庫のお客さま〜

関係機関
○ 中小企業団体
○ 生活衛生団体
○ 中小企業支援機関

多くの中小企業をお客さまとする日本公庫ならではの独
自性ある調査。官庁統計や他機関の調査ではとらえきれ
ない中小企業の実態を明らかにします。
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中小企業の現状と課題に関するテーマ別研究
　中小企業が直面する課題、中小企業を中心とする産業
や地域経済の動向などタイムリーなテーマを選んで調査
を実施、調査結果をベースに発展的な研究を行います。
研究成果は論文やレポートにまとめ、定期刊行物、書籍な

どの発行、学会や各種研究プロジェクト、シンポジウムな
どを通じて発信します。
※	論文・レポート・調査結果などの多くは日本公庫ホーム
ページ上でご覧になれます。

 小企業の構造問題に関する研究
　新規開業、事業承継、雇用、資金調達、地域経済社会と
のかかわりなど、小企業が構造的に抱える課題について
調査研究を行います。

－主な調査（2011年度実施）－
○新規開業実態調査（2011年度定例調査・特別調査）
○新規開業企業を対象とするパネル調査
○中小企業における女性の働き方に関する調査
○NPO法人の経営状況に関する実態調査
－主な研究論文・レポート（2011年度発表）－
◇中小企業における環境問題への取り組み状況
◇開業者の斯業経験と開業直後の業績
◇小企業における女性就労の実態
◇海外へ挑む小企業
◇中小ソフトウエア業の生き残り戦略
◇どのような開業者が仕事に満足しているのか
◇中小企業において差別化の源泉となる人間の個性
◇みせる経営

 小企業の経営問題に関する研究
　ヒト、モノ、カネなど経営資源が限られるハンディを克
服し経営を革新する小企業の事例を収集。研究成果を事
例集として毎年発行します。

－2011年度調査－
○新たな顧客層を発掘した企業事例調査
－2011年度発行－
◇個性きらめく小企業

 内外の産業動向に関する研究
　技術の革新や生産システムの変化など、中小企業を中
心に起きている最新の動きを産業政策の視点からとらえ
ます。

－主な調査（2011年度実施）－
○	中小企業における「生産拠点を持たない海外展開」の現状
と課題
○中小企業における外国人人材活用の現状と課題
○	医療・介護・健康サービス等の分野における中小企業のビ
ジネスチャンス
○医薬品産業にみる中小企業の多様な戦略

―主な研究論文・レポート（2011年度発表）―
◇中小企業の海外販路開拓とブランド構築
　～欧米先進国市場での中小企業の取り組み～
◇現代の錬金術師たち
　～高機能素材分野でビジネスチャンスを開拓する中小企業～
◇	バイオテクノロジー等で医薬品産業を支える中小企業の
事業展開
　～中小企業による創薬技術の発掘・革新実例とは～
◇	環境・新エネルギー産業を支える中小企業の技術と新たな
ビジネスチャンス
　	～太陽電池・風力発電・電気自動車・省エネを支える

環境技術の実態～

 地域経済動向に関する研究
　地域活性化に果たす役割など地域経済振興の今日的な
視点から中小企業の動きを追います。

－主な研究論文・レポート（2011年度発表）－
◇	地域産業再生のための「新たなコミュニティ」の生成

総
合
研
究
所

第4回 日本政策金融公庫シンポジウムの開催
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総合研究所の刊行物

定期刊行物

総
合
研
究
所

書　籍

日本政策金融公庫論集
季刊（2月、5月、8月、11月の各25日発行）
　総合研究所スタッフによる学術レベルの研究論文を掲載。
　外部論文も掲載し、中小企業研究者に研究発表の機会を提供します。
－第15号（2012年5月）の掲載論文－
環境・新エネルギー産業における中小企業の役割と参入の特徴
在宅ワーカーを活用する中小企業
年齢によって異なる新規開業者の実態
コトづくりからの中小企業イノベーション

日本公庫総研レポート
随時発行
　中小企業の現状と課題に関する
最新の研究成果をとりまとめ、タイ
ムリーに発信する各号完結の研究
報告書です。

調査月報
毎月5日発行
　総合研究所の研究成果を企業経
営者や中小企業支援機関関係者な
ど研究者以外の方々にもわかりやす
くお伝えするための研究雑誌です。

『女性が輝く小企業』
　「小企業の女性雇用に関する実態
調査」の結果を様々な角度から研究
した成果です。雇用の多様性を実
現する小企業の実態を、アンケート
調査結果にケーススタディを交えて
明らかにした、注目の一冊です。

企業事例集
『新たなターゲットを拓く』
～小企業の販路開拓戦略～
　中小企業経営に関する事例研究の
成果です。今ある経営資源を活かし
つつ、新たなターゲットを獲得するた
めのプロセスやポイントを、企業事例
をもとにわかりやすく紹介しています。

『新規開業白書』
　「新規開業実態調査」の結果をベースに、最新のテーマで新規開業の動向を分析。
　1992年から毎年刊行している、わが国の新規開業研究に欠かせない文献です。
－2012年版の主な内容－
2011年度新規開業実態調査の概要
創業期における事業計画と実際との齟齬、起業家による修正
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